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監査の結果に基づき、措置を講じた旨の報告がありましたので、地方自治法第 199条

第 12項の規定により、措置改善事項を公表します。 

 

 

平成 31年４月８日 

 

 

平戸市監査委員 戸 田 幾 嘉 

 

平戸市監査委員 松 本 正 治 

 

 

 

第１  監査の種類 

地方自治法第 199条第２項及び第４項の規定に基づく行政監査及び定期監査 

 

第２  措置を講じた部局及び意思決定を行った部局 

総務部地域協働課 

 

 第３  監査の期間 

  平成 30年１月 28日（月）、29日(火) 

 

第４  措置を講じた内容及び意思決定を行った内容 

     別紙のとおり 



定期監査「指摘事項等」に係る措置状況一覧表 

 

【措置を講じた部局：地域協働課】 

区分   内   容 措置状況 

指導 

事項 

１ 財産管理について 

稗田バス停待合所等について、公有

財産台帳に登録されていなかったの

で、適正な公有財産台帳の整備に努め

られたい。 

 

２ 補助金について  

平成 29 年度平戸市地域おこし協力

隊起業支援事業補助金について、大幅

な事業変更があったにも関わらず、補

助金交付要綱第８条に規定する事業

変更の申請手続きがなされていなか

ったので、適正な事務処理に努められ

たい。 

 

１ 財産管理について 

ご指摘のとおり、未登録の物件につ

いて精査し、公有財産台帳へ登録しま

す。 

 

 

２ 補助金について  

今後は、平戸市地域おこし協力隊起

業支援事業補助金の要綱に規定を遵

守し、適正な事務処理に努めます。 

意見 １ 補助金について  

平戸市コミュニティビジネス支援

事業について、事業所設置に伴う家賃

補助を平成 28年度及び平成 29年度の

２年間行ったが、当該団体は、補助期

間終了後別地に事業所を移転してい

る。移転後も事業は継続しているもの

の、実績報告時に提出されている事業

評価では、継続・発展に関する項目に

対し、厳しい自己判定を行っている状

況も見られたので、今後、同様の事業

の支援にあたっては、当該団体の財務

状況等を精査し、持続可能な事業展開

に繋がるよう指導に努めていただき

たい。 

 

１ 補助金について 

 ご意見のとおり、団体に対し事業支

援を行う場合は、財務状況を確認する

ことはもちろんのこと、事業が継続す

るように、団体とも情報を共有しなが

らの事業展開に対し指導、助言してい

きます。 

 

 

 

 


